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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和３年１０月） 新旧対照表（令和４年５月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 旧 新 摘要

第３章 直接工事費の施工歩掛 １節 魚礁工 ３ 魚礁製作工－組立魚礁製作 第３章 直接工事費の施工歩掛 １節 魚礁工 ３ 組立魚礁製作工 誤記修正

3-1-11 ３－３－２ 施工歩掛 ３－３－２ 施工歩掛

コンクリート製組立魚礁の部材を製作工場から組立ヤードまで陸上運搬する方法であり、積込は考慮しない。 コンクリート製組立魚礁の部材を製作工場から組立ヤードまで陸上運搬する方法であり、積込は考慮しない。

コンクリート製組立魚礁 コンクリート製組立魚礁

Ｊ Ｉ Ｓ 製 作 工 場 Ｊ Ｉ Ｓ 製 作 工 場

組立及び仮置ヤード等の積出施設 組立及び仮置ヤード等の積出施設

１）部材運搬 １）部材運搬

（１）部材運搬車両機種・規格の選定 （１）部材運搬車両機種・規格の選定

部材の高さ・幅・長さ等により荷姿を想定し適合する機種・規格を選定する。 部材の高さ・幅・長さ等により荷姿を想定し適合する機種・規格を選定する。

部材の運搬でトラック運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を加えたものとする。 部材の運搬でトラック運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を加えたものとする。

（２）運搬車両所要台数 （２）運搬車両所要台数

運搬車両所要台数は、積載質量、部材の荷姿等を顧慮し、決定する。 運搬車両所要台数は、積載質量、部材の荷姿等を顧慮し、決定する。

（３）部材１ｔ当り運搬費 （３）部材１ｔ当り運搬費

運搬車両所要台数(台）×貨物自動車による運搬費(円／台) 運搬車両所要台数(台）×貨物自動車による運搬費(円／台)

部材１ｔ当り運搬費（円／ｔ） ＝ 部材１ｔ当り運搬費（円／ｔ） ＝

搬入部材質量（ｔ） 搬入部材質量（ｔ）

貨物自動車による運搬費は、各運輸局の認可した「一般区域貨物自動車運送事業運賃料金表」により積算する。 貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ未満）は、国土交通省認可「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な 一般区域貨物自動

運賃」により積算する。 車運送事業運賃料

貨物自動車による運搬費（積載量20t以上30t以下）は、「第５章２節 運搬費 ２－４－２ 施工歩掛 ３） 金表の廃止に伴う

質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬」に準じて積算する。 改定
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和３年１０月） 新旧対照表（令和４年５月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 旧 新 摘要

3-1-16

3-1-17

一般区域貨物自

動車運送事業運

賃料金表の廃止

に伴う改定

第３章 直接工事費の施工歩掛 １節 魚礁工 ４ 鋼製魚礁製作工

４－３－２ 施工歩掛
鋼製魚礁の部材を製作工場から組立ヤードまで陸上運搬する方法であり、積込は考慮しない。

鋼 製 魚 礁

メ ー カ ー 製 作 工 場

組立及び仮置ヤード等の積出施設

１）荷卸し機械
荷卸し機械は、ラフテレーンクレーン２５ｔ吊りを標準とする。
ただし、現場条件により上記によりがたい場合は、別途考慮する。

２）１日当たりの部材荷卸し重量（Ｗ）

Ｔ×６０×Ｅ
１日当たりの部材荷卸し重量Ｗ（ｔ／日）＝ （小数第１位四捨五入）

ｔ

Ｔ：ラフテレーンクレーンの１日当たりの運転時間（７hr／日）
ｔ：１ｔ当たりの荷卸し時間（１.５min／ｔ）
Ｅ：現場作業効率

現場作業効率・１日当たりの部材荷卸し重量Ｗ（ｔ／日）

現場作業効率（Ｅ）
区 分 Ｗ（ｔ／日）

（天候・地形等）

普 通 ０.８５ ２３８
陸 上 作 業

やや悪い ０.８０ ２２４

３）部材運搬車種の選定
部材の高さ、幅、長さ等により荷姿を想定し適合する規格の車種を選定する。
部材の運搬でトラック運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を加えたものとする。

４）トラック（トレーラ）の１日当り所要台数
製作基数、積込部材の組合せ、荷姿等を考慮し、トラック（トレーラー）の所要台数を決定する。

５）部材運搬費
貨物自動車による運搬費は、各運輸局の認可した「一般区域貨物自動車運送事業運賃料金表」により積算する。

６）代価表
（１）部材荷卸し１日当たり（Ｗ ｔ／日）

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

荷卸し用
ラフテレーンクレーン (油)２５t吊 日 １.０

標準運転時間

と び 工 人 １.０

普 通 作 業 員 人 １.０

雑 材 料 ％

（２）鋼製魚礁部材運搬１式当たり

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

ト ラ ッ ク ｔ積 台 製作基数分所要台数

ト レ ー ラ ー ｔ積 台 製作基数分所要台数

部 材 荷 卸 し 日 Ｄ

部材荷卸し日数 Ｄ＝（１基当たり部材質量×製作基数）／１日当たり部材荷卸し重量Ｗ
（小数２位四捨五入）

第３章 直接工事費の施工歩掛 １節 魚礁工 ４ 鋼製魚礁製作工

４－３－２ 施工歩掛
鋼製魚礁の部材を製作工場から組立ヤードまで陸上運搬する方法であり、積込は考慮しない。

鋼 製 魚 礁

メ ー カ ー 製 作 工 場

組立及び仮置ヤード等の積出施設

１）荷卸し機械
荷卸し機械は、ラフテレーンクレーン２５ｔ吊りを標準とする。
ただし、現場条件により上記によりがたい場合は、別途考慮する。

２）１日当たりの部材荷卸し重量（Ｗ）

Ｔ×６０×Ｅ
１日当たりの部材荷卸し重量Ｗ（ｔ／日）＝ （小数第１位四捨五入）

ｔ

Ｔ：ラフテレーンクレーンの１日当たりの運転時間（７hr／日）
ｔ：１ｔ当たりの荷卸し時間（１.５min／ｔ）
Ｅ：現場作業効率

現場作業効率・１日当たりの部材荷卸し重量Ｗ（ｔ／日）

現場作業効率（Ｅ）
区 分 Ｗ（ｔ／日）

（天候・地形等）

普 通 ０.８５ ２３８
陸 上 作 業

やや悪い ０.８０ ２２４

３）部材運搬車種の選定
部材の高さ、幅、長さ等により荷姿を想定し適合する規格の車種を選定する。
部材の運搬でトラック運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を加えたものとする。

４）トラック（トレーラ）の１日当り所要台数
製作基数、積込部材の組合せ、荷姿等を考慮し、トラック（トレーラー）の所要台数を決定する。

５）部材運搬費
貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ未満）は、国土交通省認可「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な

運賃」により積算する。
貨物自動車による運搬費（積載量20t以上30t以下）は、「第５章２節 運搬費 ２－４－２ 施工歩掛 ３）

質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬」に準じて積算する。

６）代価表
（１）部材荷卸し１日当たり（Ｗ ｔ／日）

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

荷卸し用
ラフテレーンクレーン (油)２５t吊 日 １.０

標準運転時間

と び 工 人 １.０

普 通 作 業 員 人 １.０

雑 材 料 ％

（２）鋼製魚礁部材運搬１式当たり

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

貨 物 自 動 車 運 賃 台 製作基数分所要台数

部 材 荷 卸 し 日 Ｄ

部材荷卸し日数 Ｄ＝（１基当たり部材質量×製作基数）／１日当たり部材荷卸し重量Ｗ
（小数２位四捨五入）
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和３年１０月） 新旧対照表（令和４年５月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 旧 新 摘要

3-2-11

一般区域貨物自

動車運送事業運

賃料金表の廃止

に伴う改定

第３章 直接工事費の施工歩掛 ２節 増殖場工 ３ 組立着定基質製作工

３－３ 組立着定基質部材運搬

(1) 適用範囲

製造工場から現場への部材運搬および荷卸し費用を算出する。

貨物自動車による部材運搬費用は、積算基準P.58に示す、「一般貨物運送事業の貸切り運賃」により計上

する。

なお、鋼製部材または化学系（ＦＲＰ）部材の荷卸し費用は、別途考慮して積算する。

コンクリート製組立着定基質 鋼製組立着定基質・化学系組立着定基質

ＪＩＳ製造工場 製 造 工 場

コンクリート製部材 鋼製部材、化学系部材（ＦＲＰ）

部 材 積 込 部 材 積 込

ã ã

部 材 運 搬 部 材 運 搬

ã ã

部 材 荷 卸 し 部 材 荷 卸 し

(2) 代価表

①組立着定基質部材運搬 １式当り

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

貨 物 自 動 車 運 賃 ｔ車 台

注）1.部材運搬車種の選定は、部材の高さ、幅、長さ等により荷姿を想定し

適合する規格の車種を選定する。

2.トラック等で部材を運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を

加えたものとする。

②ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材荷卸し １日（120ｔ）当り

名 称 形状寸法 単位 数量 摘 要
排出ガス 荷卸し用

ﾗ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 1.0
対策型25t吊 標準運転時間

と び 工 人 1.0
普 通 作 業 員 〃 2.0

雑 材 料 ％

注）クレーンは、現場条件により大型規格のものを使用することができる。

第３章 直接工事費の施工歩掛 ２節 増殖場工 ３ 組立着定基質製作工

３－３ 組立着定基質部材運搬

(1) 適用範囲

製造工場から現場への部材運搬および荷卸し費用を算出する。

貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ未満）は、国土交通省認可「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な

運賃」により積算する。
貨物自動車による運搬費（積載量20t以上30t以下）は、「第５章２節 運搬費 ２－４－２ 施工歩掛 ３）

質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬」に準じて積算する。
なお、鋼製部材または化学系（ＦＲＰ）部材の荷卸し費用は、別途考慮して積算する。

コンクリート製組立着定基質 鋼製組立着定基質・化学系組立着定基質

ＪＩＳ製造工場 製 造 工 場

コンクリート製部材 鋼製部材、化学系部材（ＦＲＰ）

部 材 積 込 部 材 積 込

ã ã

部 材 運 搬 部 材 運 搬

ã ã

部 材 荷 卸 し 部 材 荷 卸 し

(2) 代価表

①組立着定基質部材運搬 １式当り

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

貨 物 自 動 車 運 賃 台

注）1.部材運搬車種の選定は、部材の高さ、幅、長さ等により荷姿を想定し

適合する規格の車種を選定する。

2.トラック等で部材を運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を

加えたものとする。

②ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材荷卸し １日（120ｔ）当り

名 称 形状寸法 単位 数量 摘 要
排出ガス 荷卸し用

ﾗ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 1.0
対策型25t吊 標準運転時間

と び 工 人 1.0
普 通 作 業 員 〃 2.0

雑 材 料 ％

注）クレーンは、現場条件により大型規格のものを使用することができる。
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水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和３年１０月） 新旧対照表（令和４年５月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 旧 新 摘要

5-2-6

漁港漁場関係

工事積算基準

の改定に伴う

改定

5-2-7

２節 運搬費 ２ 建設機械器具等運搬費

２－４－２ 施工歩掛

３）質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
質量20t以上の建設機械器具の搬入、又は搬出の積算は運搬車両１台ごとに次式により行うものとする。

Uk=〔A・（１＋C１＋C２＋C３＋C４）＋B〕・D＋M＋K（またはK'）
ただし Uk：貨物自動車による運搬費

A：基本運賃料金
各運輸局が公示した「一般貨物運送事業の貸切り運賃」によるものとする。
なお、車扱運賃料金の適用は原則として「距離制運賃料金」によるものとし、運搬距離は運

搬基地より現場までの距離とする。発地・着地で運輸局が異なる場合は、発注機関の存在する
運輸局を適用する。

また、基本運賃料金の10％の範囲での増減運用は一般の場合は適用しない。
B：諸料金

a. 地区割増料
貨物の発地又は着地が、東京都（特別区に限る）又は、住民基本台帳に基づく人口が50万人以上

の都市の場合には、各運輸局が公示した「一般貨物運送事業の貸し切り運賃」の地区割増料を加
算する。（北海道では、「札幌市」について適用し、割増料は単価表５０－２による）

ただし、貨物の発地及び着地が同一都市内又は隣接都市間の場合は、発地又は着地のいずれか一
方についてのみ加算する。

b. 車両割増料………適用しない。
C１～C４：運賃割増率（表3.1）

C１：特大品割増 C３：冬期割増
C２：悪路割増 C４：深夜早朝割増

D：運搬車両の台数
１を代入する。

M：その他の諸料金
１）組立、解体に要する費用

重建設機械の組立、解体に要する費用は別途加算する。
２）その他下記事項の料金を必要により計上する。

a 荷役機械使用料
b 自動車航送船使用料
c 有料道路利用料
d その他

K：運搬される建設機械の運搬中の賃料（円）
K'：運搬される建設機械の運搬中の損料（円）

運搬される建設機械（被運搬建設機械）の運搬中の賃料又は損料を計上する。
積算方法は、「１)運搬される建設機械の運搬中の賃料」による。

*端数処理
輸送費（基本運賃料金×運賃割増率）及び諸料金（B）は、各々端数処理計算し、その金額が

10,000円未満の場合は100円未満を100円に、10,000円以上の場合は500円未満を500円に、500円を
超え、1,000円未満の端数は、1,000円にそれぞれ切上げる。

２節 運搬費 ２ 建設機械器具等運搬費

２－４－２ 施工歩掛

３）質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費用
①質量20t以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費用

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等の運搬は次式により行うものとする。
Uk= A ＋ M ＋ K （またはK'）

ただし Uk：質量20t以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費
A：基本運賃料金（円）

表3.1によるものとする。
なお、運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。
また、基本運賃は運搬割増（特大品、悪路、冬期、深夜早朝、地区等）の有無にかかわらず適用で

きる。
ただし、陸上輸送以外が必要な場合は、これに要する費用を別途計上すること。

M：その他の諸料金（円）
１）組立、解体に要する費用

重建設機械の組立、解体に要する費用は別途加算する。
２）その他下記事項の料金を必要により計上する。

a 荷役機械使用料
b 自動車航送船使用料
c 有料道路利用料
d その他

K：運搬される建設機械の運搬中の賃料（円）
K'：運搬される建設機械の運搬中の損料（円）

運搬される建設機械（被運搬建設機械）の運搬中の賃料又は損料を計上する。
積算方法は、「②運搬される建設機械の運搬中の賃料及び損料」による。

*建設機械運搬方法等は表3.2による。

②運搬される建設機械の運搬中の賃料(K)又は(K')
運搬される建設機械の片道分の運搬中の賃料及び損料は次式により計上する。

運搬中の賃料=運搬される機械の供用１日当り賃料（円）×運搬に要する日数（日）
Ｋ=運搬される建設機械の運搬中の供用１日当り賃料（円）×L／（運送速度×8）

運搬中の損料=運搬される機械の供用１日当り損料（円）×運搬に要する日数（日）
Ｋ'=運搬される建設機械の運搬中の供用１日当り損料（円）×L／（運送速度×8）

L:運搬距離（㎞）基地から現場までの片道距離とする。
輸送速度:（30㎞／ｈ）

（注）1.運搬に要する日数の端数処理は少数第2位を四捨五入し、少数第1位止めとする。
2.運搬に要する日数は運搬状況を勘案して決定する。なお、トラックによる運搬は、時速30㎞／ｈを標
準しする。

3.分解・組立を要する重建設機械の積算にあたっては、重建設機械分解組立により積算すること。
なお、重建設機械分解組立輸送については、運搬中の賃料（K）が考慮されている。

4.油圧式杭圧入引抜機（鋼矢板ⅤL・ⅥL・Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ型用）の運搬が必要な場合は、別途考慮す
ること。



- 5 -

水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和３年１０月） 新旧対照表（令和４年５月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 旧 新 摘要

5-2-7

5-2-8

表3.1 運賃割増率

割 増 項 目 適 用 範 囲 割増率

特 使用車両積載トン数15t未満 6割増
建設機械類

大 〃 15t以上 7 〃

品 その他 単体の長（m） 単体の質量（t） －

割 鋼橋、水閘門等 12≦ L ＜15 1≦ G ＜15 8 〃

増 （注）3 15≦ L ＜20 - 10 〃

（C１） 20≦L 15≦G 12 〃

悪路割増 道路法による道路及びその他の一般交通の用に供する
（C2） 3 〃

場所並びに自動車以外の場所に限る。

地 域 期 間 割増率
冬期割増

（C3） 北海道 自 11月16日 ２割増
至 ４月15日

深夜割増（C4） 運搬時間を「22～5時」に指定する場合。 ２割増

（注）１．誘導車、誘導員の費用は特大品割増に含む。
２．特大品割増（C１）で単体の長さ質量ともに該当する場合は、いずれか大きい方の率とする。

１）運搬される建設機械の運搬中の賃料(K)及び損料（K')

運搬される建設機械の片道分の運搬中の賃料は次式により計上する。
運搬中の賃料＝運搬される機械の日当り賃料（円）×運搬に要する日数（日）

K＝運搬される建設機械の運搬中の日当り賃料（円）×L／（輸送速度×８）

運搬中の損料＝運搬される機械の日当り損料（円）×運搬に要する日数（日）

K'＝運搬される建設機械の運搬中の日当り損料（円）×L／（輸送速度×８）

L ：運搬距離（km）基地から現場までの片道距離とする。

輸送速度 ：（30km／h）

（注）１．運搬に要する日数の端数処理は小数第２位を四捨五入し、小数第１位止めとする。

２．運搬に要する日数は運搬状況を勘案して決定する。なお、トラックによる輸送は、時速30km／hを標準

とする。

３．分解組立を要する建設機械の積算にあたっては、分解組立運搬により積算すること。

なお、分解組立運搬については、運搬中の賃料（K）が考慮されている。



- 6 -

水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(令和３年１０月） 新旧対照表（令和４年５月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 旧 新 摘要

表３．１ 基 本 運 賃 表

貨物自動車 機械名 規格 20㎞ま 50㎞ま 100㎞ま 150㎞ま 200㎞ま 200㎞を超
規格 で(円) で(円) で(円) で(円) で(円) え20㎞まで

増す毎に
(円)

路面切削機 2.0m

20t車以上 スタビライ 深0.6m幅
30t車まで ザ 2.0m

スタビライ 深1.2m幅
ザ 2.0m

自走式破砕 クラッシャー 62,500 76,000 98,000 120,500 142,500 8,900
機 寸法

開450㎜
幅950㎜

油圧式杭圧 鋼矢板Ⅱ・
入引抜機 Ⅲ・Ⅳ型用

バックホウ 山積0.4m３

(長ロング ／平積0.3m３

アーム型)

各種 －

注）1.450㎞を超える場合は別途考慮する。
2.誘導車、誘導員の費用を含んでいる。

表３．２ 建設機械運搬方法

車 載

機 械 名 規 格 機械 備 考
車種 質量

（ｔ）

路 面 切 削 機
（ホイール式・廃材積込装置付） 2.0m Ｒ 28.50

ス タ ビ ラ イ ザ
（ 路 床 改 良 用 ） 深0.6m 幅2.0m Ｒ 23.00

ス タ ビ ラ イ ザ
（ 路 床 改 良 用 ） 深1.2m 幅2.0m Ｒ 24.70

自 走 式 破 砕 機 クラッシャー寸法
開 450㎜ Ｒ 30.00
幅 925㎜

油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機
（ 硬 質 地 盤 専 用 ） 鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用 Ｒ 29.70

バ ッ ク ホ ウ
（ 超 ロ ン グ ア ー ム 型 ） 山積0.4m３／平積0.3m３ Ｒ 22.00

注）1.車載のＲはトレーラーである。
2.本表に掲載のある建設機械については、分解・組立の必要はない



３）質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

①質量20t以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費用

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等の運搬は次式により行うものとする。

Uk= A ＋ M ＋ K （またはK'）

ただし Uk：質量20t以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費

A：基本運賃料金（円）

表3.1によるものとする。

なお、運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。

また、基本運賃は運搬割増（特大品、悪路、冬期、深夜早朝、地区等）の有無にかかわらず適用で

きる。

ただし、陸上輸送以外が必要な場合は、これに要する費用を別途計上すること。

M：その他の諸料金（円）

１）組立、解体に要する費用

重建設機械の組立、解体に要する費用は別途加算する。

２）その他下記事項の料金を必要により計上する。

a 荷役機械使用料

b 自動車航送船使用料

c 有料道路利用料

d その他

K：運搬される建設機械の運搬中の賃料（円）

K'：運搬される建設機械の運搬中の損料（円）

運搬される建設機械（被運搬建設機械）の運搬中の賃料又は損料を計上する。

積算方法は、「②運搬される建設機械の運搬中の賃料及び損料」による。

*建設機械運搬方法等は表3.2による。

②運搬される建設機械の運搬中の賃料(K)又は(K')

運搬される建設機械の片道分の運搬中の賃料及び損料は次式により計上する。

運搬中の賃料=運搬される機械の供用１日当り賃料（円）×運搬に要する日数（日）

Ｋ=運搬される建設機械の運搬中の供用１日当り賃料（円）×L／（運送速度×8）

運搬中の損料=運搬される機械の供用１日当り損料（円）×運搬に要する日数（日）

Ｋ'=運搬される建設機械の運搬中の供用１日当り損料（円）×L／（運送速度×8）

L:運搬距離（㎞）基地から現場までの片道距離とする。

輸送速度:（30㎞／ｈ）

（注）1.運搬に要する日数の端数処理は少数第2位を四捨五入し、少数第1位止めとする。

2.運搬に要する日数は運搬状況を勘案して決定する。なお、トラックによる運搬は、時速30㎞／ｈを標

準しする。

3.分解・組立を要する重建設機械の積算にあたっては、重建設機械分解組立により積算すること。

なお、重建設機械分解組立輸送については、運搬中の賃料（K）が考慮されている。

4.油圧式杭圧入引抜機（鋼矢板ⅤL・ⅥL・Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ型用）の運搬が必要な場合は、別途考慮す

ること。



表３．１ 基 本 運 賃 表

貨物自動車 機械名 規格 20㎞ま 50㎞ま 100㎞ま 150㎞ま 200㎞ま 200㎞を超
規格 で(円) で(円) で(円) で(円) で(円) え20㎞まで

増す毎に
(円)

路面切削機 2.0m

20t車以上 スタビライ 深0.6m幅
30t車まで ザ 2.0m

スタビライ 深1.2m幅
ザ 2.0m

自走式破砕 クラッシャー 62,500 76,000 98,000 120,500 142,500 8,900
機 寸法

開450㎜
幅950㎜

油圧式杭圧 鋼矢板Ⅱ・
入引抜機 Ⅲ・Ⅳ型用

バックホウ 山積0.4m３

(長ロング ／平積0.3m３

アーム型)

各種 －

注）1.450㎞を超える場合は別途考慮する。
2.誘導車、誘導員の費用を含んでいる。

表３．２ 建設機械運搬方法

車 載

機 械 名 規 格 機械 備 考
車種 質量

（ｔ）

路 面 切 削 機
（ホイール式・廃材積込装置付） 2.0m Ｒ 28.50

ス タ ビ ラ イ ザ
（ 路 床 改 良 用 ） 深0.6m 幅2.0m Ｒ 23.00

ス タ ビ ラ イ ザ
（ 路 床 改 良 用 ） 深1.2m 幅2.0m Ｒ 24.70

自 走 式 破 砕 機 クラッシャー寸法
開 450㎜ Ｒ 30.00
幅 925㎜

油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機
（ 硬 質 地 盤 専 用 ） 鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用 Ｒ 29.70

バ ッ ク ホ ウ
（ 超 ロ ン グ ア ー ム 型 ） 山積0.4m３／平積0.3m３ Ｒ 22.00

注）1.車載のＲはトレーラーである。
2.本表に掲載のある建設機械については、分解・組立の必要はない



３－３－２ 施工歩掛

コンクリート製組立魚礁の部材を製作工場から組立ヤードまで陸上運搬する方法であり、積込は考慮しない。

コンクリート製組立魚礁

Ｊ Ｉ Ｓ 製 作 工 場

組立及び仮置ヤード等の積出施設

１）部材運搬

（１）部材運搬車両機種・規格の選定

部材の高さ・幅・長さ等により荷姿を想定し適合する機種・規格を選定する。

部材の運搬でトラック運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を加えたものとする。

（２）運搬車両所要台数

運搬車両所要台数は、積載質量、部材の荷姿等を顧慮し、決定する。

（３）部材１ｔ当り運搬費

運搬車両所要台数(台）×貨物自動車による運搬費(円／台)
部材１ｔ当り運搬費（円／ｔ） ＝

搬入部材質量（ｔ）

貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ未満）は、国土交通省認可「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」

により積算する。

貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ以上30ｔ以下）は、「第５章２節 運搬費 ２－４－２ 施工歩係 ３）

質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬」に準じて積算する。

２）部材荷卸し

荷卸し機械は、ラフテレーンクレーン油圧式２５ｔ吊りを標準とする。

ただし、現場条件により上記によりがたい場合は、別途考慮する。

３）代価表

（１）組立魚礁部材運搬 １ｔ当り

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

運 搬 費 ｔ １.０ １）（３）による

注）組立資材単価を現場オントラック渡しとする場合は、計上しない。

（２）組立魚礁部材荷卸し １００ｔ当り

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

荷卸し用
ラフテレーンクレーン (油）２５ｔ吊 日 ０．４

標準運転時間

と び 工 人 ０．５

普 通 作 業 員 人 ０．６

雑 材 料 ％



３－３ 組立着定基質部材運搬

(1) 適用範囲

製造工場から現場への部材運搬および荷卸し費用を算出する。

貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ未満）は、国土交通省認可「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な

運賃」により積算する。

貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ以上30ｔ以下）は、「第５章２節 運搬費 ２－４－２ 施工歩係 ３）

質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬」に準じて積算する。

なお、鋼製部材または化学系（ＦＲＰ）部材の荷卸し費用は、別途考慮して積算する。

コンクリート製組立着定基質 鋼製組立着定基質・化学系組立着定基質

ＪＩＳ製造工場 製 造 工 場

コンクリート製部材 鋼製部材、化学系部材（ＦＲＰ）

部 材 積 込 部 材 積 込

ã ã

部 材 運 搬 部 材 運 搬

ã ã

部 材 荷 卸 し 部 材 荷 卸 し

(2) 代価表

①組立着定基質部材運搬 １式当り

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

貨 物 自 動 車 運 賃 台

注）1.部材運搬車種の選定は、部材の高さ、幅、長さ等により荷姿を想定し

適合する規格の車種を選定する。

2.トラック等で部材を運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を

加えたものとする。

②ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材荷卸し １日（120ｔ）当り

名 称 形状寸法 単位 数量 摘 要
排出ガス 荷卸し用

ﾗﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 日 1.0
対策型25t吊 標準運転時間

と び 工 人 1.0
普 通 作 業 員 〃 2.0
雑 材 料 ％

注）クレーンは、現場条件により大型規格のものを使用することができる。



４－３－２ 施工歩掛

鋼製魚礁の部材を製作工場から組立ヤードまで陸上運搬する方法であり、積込は考慮しない。

鋼 製 魚 礁

メ ー カ ー 製 作 工 場

組立及び仮置ヤード等の積出施設

１）荷卸し機械

荷卸し機械は、ラフテレーンクレーン２５ｔ吊りを標準とする。

ただし、現場条件により上記によりがたい場合は、別途考慮する。

２）１日当たりの部材荷卸し重量（Ｗ）

Ｔ×６０×Ｅ
１日当たりの部材荷卸し重量Ｗ（ｔ／日）＝ （小数第１位四捨五入）

ｔ

Ｔ：ラフテレーンクレーンの１日当たりの運転時間（７hr／日）
ｔ：１ｔ当たりの荷卸し時間（１.５min／ｔ）
Ｅ：現場作業効率

現場作業効率・１日当たりの部材荷卸し重量Ｗ（ｔ／日）

現場作業効率（Ｅ）
区 分 Ｗ（ｔ／日）

（天候・地形等）

普 通 ０.８５ ２３８
陸 上 作 業

やや悪い ０.８０ ２２４

３）部材運搬車種の選定
部材の高さ、幅、長さ等により荷姿を想定し適合する規格の車種を選定する。
部材の運搬でトラック運搬する場合、長さの限度は荷台の長さにその１割を加えたものとする。

４）トラック（トレーラ）の１日当り所要台数
製作基数、積込部材の組合せ、荷姿等を考慮し、トラック（トレーラー）の所要台数を決定する。

５）部材運搬費
貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ未満）は、国土交通省認可「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」

により積算する。
貨物自動車による運搬費（積載量20ｔ以上30ｔ以下）は、「第５章２節 運搬費 ２－４－２ 施工歩係 ３）

質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬」に準じて積算する。



６）代価表
（１）部材荷卸し１日当たり（Ｗ ｔ／日）

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

荷卸し用
ラフテレーンクレーン (油)２５t吊 日 １.０

標準運転時間

と び 工 人 １.０

普 通 作 業 員 人 １.０

雑 材 料 ％

（２）鋼製魚礁部材運搬１式当たり

名 称 形状寸法 単位 数 量 摘 要

貨 物 自 動 車 運 賃 台 製作基数分所要台数

部 材 荷 卸 し 日 Ｄ

部材荷卸し日数 Ｄ＝（１基当たり部材質量×製作基数）／１日当たり部材荷卸し重量Ｗ
（小数２位四捨五入）


